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Ⅰ 立地適正化計画の策定に当たって 
 

立地適正化計画とは 
都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）の一部改正（平成 26 年８月施行）により市町村が

策定できることとなった 計画で、人口減少と超高齢化が進む中で、施設や居住を強制的に短期間で移
転させる趣旨ではなく、長期的な視点のもと国の施策等を活用して都市機能や居住を一定のエリアに
誘導することで、持続可能なまちづくりの実現を目指すものです。 

（立地適正化計画のイメージ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立地適正化計画策定の背景と目的 
本市では、今後予測される人口動態の変化に伴い、様々な課題が見込まれ、それらに対応するために

立地適正化計画を策定します。 

（本市の人口動向とそれに伴う課題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

都市拠点 

地域拠点 

 

地域拠点 
■ 誘導施設 

誘導施設は、都市機能誘導区域内に集約すべき
施設のことで、医療・高齢者福祉・子育て支援・商
業施設などの中から具体的に設定します。 

これまで増加していた人口は 
令和元年がピーク︓723,056 人 

その後減少に転じる見込み 

■ 居住誘導区域 
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定

のエリアにおいて人口密度を維持することによ
り、生活サービスやコミュニティが持続的に確保
されるよう、長期的スパンの中で緩やかに居住を
誘導していく区域です。 

年少及び生産年齢人口は減少し、高齢化率は高まる見込み 
平成 27 年から令和 27 年までの 30 年間で 

６５歳人口は 1.4 倍 

■ 都市機能誘導区域 
都市機能誘導区域は、日常生活に必要な医療・高

齢者福祉・子育て支援・商業施設などを集約し、効
率的なサービス提供を図っていく区域です。今あ
る施設の維持と、不足する機能の効果的な誘導を
図ることによって実現していくもので、多くの人
が利用しやすい鉄道駅周辺等において設定するこ
とが考えられます。 

様々な課題の発生が見込まれるため、それらに対応したまちづくりが求められています。 

総人口の減少、年少人口・生産年齢人口の減少及び高齢化の進行に伴い… 

本市の人口動向とそれに伴う課題 
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参考︓市内の人口密度や都市機能の状況 

 
計画の位置付け 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条の規定に基づき市町村が作成する計画で、策定す
ると都市計画マスタープランの一部としてみなされます。 

 

計画区域 
計画区域は、『相模原都市計画区域』『相模湖津久井都

市計画区域』を対象とします。都市機能誘導区域及び居
住誘導区域については、原則として『用途地域内』を対
象とします。 

 

計画期間 
計画期間は、上位計画との整合を図る観点から、都市計画マスタープランの計画期間である 2020

年度からおおむね 20 年後までを見据えた計画とします。 

 

＜人口密度の分布予測（R17 年）＞    ＜65 歳以上の人口密度の分布予測（R17 年）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜都市機能の分布 医療（病院、診療所）＞  ＜都市機能の分布 商業（大規模商業施設、スーパー）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商業施設は、駅直近や周辺への立地が多く、都市部は
全拠点に立地していますが、中山間地域では主要拠点
である相模湖地区や藤野地区に立地していません。 

中山間 

都市部 中山間 

相模原都市計画区域 

都市部は、令和 17 年まで大きな変化はないが、中山
間地域は、都市部に比べて低く、令和 17 年に向けて
は、各居住区域において総じて低くなる見込み 

医療施設は、駅周辺を中心に立地が多いことが特徴で、
全ての拠点に立地しており、市全体で充足されている 

都市部は、令和 17 年まで全体的に増加する見込みで
、特に JR 横浜線や小田急線などの鉄道沿線で高齢化
が著しく進む見込み 

都市部 

相模湖津久井都市計画区域 
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Ⅱ 現況・課題と立地適正化の必要性 
 

人口・日常生活サービスの面 

現況 

・総人口は令和元年をピークに減少に転じ、以降減少し続ける見込み 
・局所的な人口減少・超高齢化が進行する見込み 
 
 
 
 
 
 
 

課題 
・中心市街地や日常生活の拠点から、店舗等が撤退することによる買い物弱者の増加が

懸念 
・高齢者施設の需要増大、その後の長期的な人口減少による余剰が懸念 

必要性 
都市機能の適正な確保と世代構成バランスの平準化 

『現在の利便性の維持』『市全体ににぎわい等をもたらす高次の拠点の機能充実』 
公共交通や人口の維持により『生活に必要な機能が守られるまちづくり』 

 

土地利用の面 

現況 

・市街化区域縁辺部へ市街地が拡大してきたが、市街地内の人口集中地区（DID）の
人口密度は今後低下する見込み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題 ・都市のスポンジ化が進行し、景観の悪化や防犯・防災上の危険度の高まりが懸念 

必要性 

人口密度が適正に保たれるような土地利用 
市街化区域縁辺部への市街地拡大を抑制し、 
『既存市街地内の空き家・空き地の発生を抑制するための居住誘導』 
『拠点を中心とした都市機能の維持』『人口密度維持のための空き家活用』 

 日常生活を支える機能が失われる懸念 

中野圏内人口 
【H27】 3.8 千人⇒【R17】 3.3 千人 

東林間駅周辺圏内高齢人口（65 歳以上） 
【H27】 25.3 ％⇒【R17】 34.1 ％ 

中山間 

都市部 
 高齢者施設の需要増大とその後の施設余剰の懸念 

DID の変遷と将来の見通し 
DID の変化 

【S40】面積 1,353ha 、人口密度 54.3 人/ha 
【H27】面積 7,170ha 、人口密度 92.8 人/ha 
      （5.3 倍）     （1.7 倍） 

 駅周辺から市街化区域縁辺部の方へ DID が拡大 
 築年数の古い住宅団地が存在する箇所で、人口密度が低下する見込み 

【人口集中地区（DID）】 
国勢調査において設定される統計上の地区のこ
と。人口が 5,000 人以上で、かつ、人口密度の
高い（原則として人口密度が１k ㎡当たり
4,000 人以上）箇所が隣接するエリアのこと。 

圏域内人口の変化 

都市部 

中山間 

都市部 

中山間 
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湘南小学校

原宿五丁目

半 原

鳥居原ふれあいの館

東 野

月夜野

小 沢

やまなみ温泉

篠 原

赤 沢

三ヶ木

橋本駅

相模湖駅藤野駅

①

⑥

⑤

④
③

②

中野小学校

藤野南
小学校

相模丘
中学校

橋本高校

城山高校

津久井高校

デマンド交通
篠原地区

乗合タクシー
根小屋地区

乗合タクシー
吉野・与瀬地区

乗合タクシー
内郷地区

デマンド交通
菅井地区

安全・安心の面 

現況 
・住宅地の中にも災害危険性の高い箇所が存在 
（主に都市部は水害、中山間地域は土砂災害の危険箇所） 

課題 ・近年の大規模災害への不安の高まりや、災害時の人的・物的被害のリスクが懸念 

必要性 

安全・安心の向上に向けた取組（ハード・ソフト対策）と災害発生時の被害を軽減 
するための適正な居住誘導 

水害リスク等を踏まえた『適正な居住環境の維持』 
土砂災害リスクや生活圏を踏まえた『適正な居住環境の維持』 

 
財政の面 

現況 

・人口密度が低下すると「住民 1 人当たりの行政コスト」は増大する傾向 
・公共施設の維持・管理等にかかる負担は、今後増大する見込み 
 
 
 

課題 ・人口減少による税収への影響や公共施設の量的維持の限界が懸念 
必要性 より便利な場所への都市機能の集積による財政負担の均衡 

 
公共交通の面 

現況 

・中山間地域には、生活交通維持確保路線もある中で、人口減少に伴い、更なる公共交
通利用者減少の見込み 

・公共交通を利用する高齢者の増加が予測される 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題 ・公共交通の路線撤退により、日常生活が困難になる高齢者の増加が懸念 

必要性 

『まとまった居住形成と、公共交通の利用促進』 
人口減少が進む中でも、『路線バス利用者の減少⇒サービス水準の低下⇒ 
利用者減少』の負のサイクルが生じないよう沿線人口の維持 
人口減少が進む中でも、高次の拠点（橋本等）と中山間地域をつなぐ公共交通 
ネットワークの一定サービス水準の維持 

 更新施設の床面積を 80％まで減らすことが必要 
 市債償還時期と大量更新が重なる平成 44～53 年は更に 60%まで削減が必要 

都
市
部 

中
山
間 

都市部 

中山間 

公共建築物の改修・更新費用の試算 

生活交通維持確保路線・乗合タクシー等の運行状況（平成 31 年度） 

番号 路線 補助区分
① 鳥居原ふれあいの館～橋本駅線 国・県
② 橋本駅～小沢線 国・県・市
③ 三ヶ木～半原線 市・愛川町
④ 三ヶ木～東野・月夜野線 市
⑤ 三ヶ木～三井・上中沢～橋本駅線 国・市
⑥ 原宿五丁目～小沢線 市
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拠点やエリア形成の考え方 

Ⅲ 目指すべき都市の骨格構造 
 

目指すべき都市の骨格構造は、都市計画マスタープランに位置付けられている将来都市構造の「ゾ
ーン」、「エリア」、「拠点」及び「軸」を基本として、『社会情勢等の変化に柔軟に適応した集約連携型
のまち』とします。 
 

 
 人口動向・都市基盤の状況や交通ネットワークに応じ、拠点を類型化 
 日常生活に必要な機能は、生活の密着度に応じて高次の拠点でカバーすること

が基本 
 拠点周辺において利便性の高い居住のエリアを形成 
 長期的には生活の場を生活拠点へ緩やかに移行することも視野に入れる。 

（事業者・市民との協働や住民自助・共助による機能確保などを検討） 
 
 
 

 拠点の類型や担うべき役割等に応じて生活圏域と拠点・集落間のつながりを形成 
 周辺都市の拠点と連携・補完するものもある 

＜拠点と生活圏域のイメージ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拠点と生活圏域の考え方 



6 

Ⅳ 立地の適正化に関する基本方針 
 

基本方針 
本市の人口動向や土地利用などの課題に対応する４つの方針を定め、都市部と中山間地域の特徴を

考慮しながら、『社会情勢等の変化に柔軟に適応した集約連携型のまち』の実現を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 都市機能誘導区域の設定基準 

公共交通でアクセスしやすく徒歩を基本として様々
な目的を果たせる区域となるよう、以下のいずれにも
該当する箇所を設定します。 

 
 

拠点周辺 
⇒ 駅等の中心からの一般徒歩圏域内 
（半径 800m 圏内＝徒歩 10 分） 

 
 
 

様々な誘導施設が立地可能な用途地域 
⇒ 商業地域、近隣商業地域、 

準住居地域、第二種住居地域、第一種住居地域 
まちづくりの各種区域 
⇒ 拠点周辺一号市街地、都市再生緊急整備地域 

 
 

【 方針 1 】 
人口減少下でも利便性が維持 
される居住地形成 

【 方針 2 】 
魅力あるまちなかのにぎわい形成 

【 方針 3 】 
生活圏域を支える公共交通網 
の形成 

【 方針 4 】 
柔軟性のある都市構造形成 

社会情勢等の変化に柔軟に 
適応した集約連携型のまちへ 

都 市 部 
◆利便性の維持 
◆高次の拠点等の需要の多い箇所の魅力づくり 
◆市街化区域縁辺部等における適切な居住誘導 

中 山 間 地 域 
◆生活圏域の保全   
◆災害ハザードへの対応 
◆ネットワークの確保 

Ⅴ 都市機能誘導区域 

②『誘導施設が立地可能な用途地域』または 
『まちづくりの各種区域』に設定 

①『将来都市構造の拠点周辺』に設定 

① 将来都市構造
の拠点周辺 

② 様々な誘導施設
が立地可能な用
途地域 

② まちづくり
の各種区域 

都市機能 
誘導区域 
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Ⅵ 誘導施設 
 

誘導施設の設定基準 

① 誘導施設（誘導） 
設定が考えられる施設のうち、現況立地が

なく、機能不足に対応する必要がある施設、
又は、現況立地があってもさらなる拠点の魅
力づくりにつながる施設を『誘導施設（誘導）』
として設定します。 

 

② 誘導施設（維持） 
現況立地があり、今後もその機能を維持す

べき施設は『誘導施設（維持）』として設定し
ます。 

 

③ 補完施設 
誘導区域内に現況立地が

なくても、将来都市構造の拠
点周辺で、次のいずれかに該
当する施設は、誘導施設の機
能を補完するため、『補完施
設』として設定します。 

・ 駅等の中心から徒歩圏 
（半径 1,000ｍ圏内） 

・ 中心市街地の駅中心から公共交通沿線 
の 2,800m 圏内（バスで 10 分程度）で、 
停留所の中心からの徒歩圏（半径 300ｍ） 

 

都市機能誘導区域と各施設圏域の考え方 
まちづくりセンター、地域包括支援センターなどの施設は、既に「各施設の圏域の考え方」に基づい

て立地しているため、立地適正化計画における都市機能誘導区域の設定にあたっては、これらの圏域
内における立地状況も勘案しながら、集約連携型まちづくりの視点で、拠点等への誘導・維持を図るこ
とを基本とします。 

なお、都市機能誘導区域を含まない圏域については、各圏域に応じた施設立地（維持）を基本としま
す。 

 

＜誘導施設のイメージ＞ 

＜誘導施設のイメージ＞ 
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誘導施設の検討経過 

施設 

区分 
施設の種類 施設立地の方向性 

中
心
市
街
地 

地
域
拠
点 

生活拠点 分
散
配
置
型
施
設 

都
市
部 

中
山
間 

行政 

市役所及び区役所 
中枢的な機能であるため、公共交通による
アクセスがよく、かつ広域をカバーする拠
点への維持を基本とする。 

○     

まちづくりセンター 
及び出張所 

まちづくり区域における地域ごとの立地
を踏まえつつ、公共交通のアクセスがよい
地域拠点等への維持を基本とする。 

 ○ ○ ○  

医療 

病院 
おおむね生活圏単位で、様々な人が公共交
通によってアクセスしやすい拠点内への
維持を基本とする。 

○ ○ ○ ○  

診療所 

市街地における生活に身近な分散配置型
の立地を基本とする。ただし、人口減少が
既に進行している中山間地域では、生活拠
点への維持を基本とする。 

   ○ □ 

高齢者 

福祉 

地域包括支援センター 
（高齢者支援センター） 

日常生活圏域ごとの立地を踏まえつつ、地
域包括ケアの拠点としての役割を果たせ
るよう地区中心部への維持を基本とする。 

○ ○ ○ ○  

通所・訪問介護事業所、特
別養護老人ホーム等施設
サービス事業所 

市街地における生活に身近な分散配置型
の立地を基本とする。 

    □ 

障害 

福祉 

障害福祉サービス事業
所、障害者支援施設等 

市街地における生活に身近な分散配置型
の立地を基本とする。 

    □ 

子育て 

保育所、認定こども園 

拠点の魅力づくり（子育てしやすい環境形
成）の観点から、保育需要に応じて、中心
市街地や地域拠点へ立地を維持・整備する
とともに、生活拠点における維持を基本と
する。 

◎
○ 

◎
○ 

○ ○  

こどもセンター・ 
児童館 

小学校区単位での分散配置型の立地を基
本とする。 

    □ 

商業 

大規模商業店舗 
まちのにぎわい創出の観点から、中心市街
地への維持・誘導を基本とするが、地域拠
点に立地している施設は維持する。 

◎
○ 

○    

商業店舗 
（食品スーパー） 

生活圏単位での分散配置型の立地を基本
とする。ただし、人口減少が既に進行して
いる中山間地域では、生活拠点への維持・
誘導を基本とする。 

   
◎
○ 

□ 

教育・ 

文化・ 

市民 

活動 

小学校、中学校及び義務
教育学校 

児童生徒の通学状況を踏まえた分散配置
型の立地を基本とする。 

    □ 

図書館 
公共交通によるアクセスがよく、かつ広域
をカバーする拠点への維持を基本とする。 

○ ○    

公民館 
公民館区に応じた分散配置型の立地を基
本とする。 

    □ 

幼稚園 
市街地における生活に身近な分散配置型
の立地を基本とする。 

    □ 

広域 

交流 
広域交流施設 

まちのにぎわい創出や広域交通ネットワ
ークの観点から、中心市街地への維持・誘
導を基本とする。 

◎
○ 

    

 

凡例 
◎︓誘導施設（誘導） 
○︓誘導施設（維持）□︓分散配置型施設 
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Ⅶ 居住誘導区域 
 

まちのイメージ 
多様な地域特性を有する本市においては、目指すべき都市の骨格構造のエリアに分けた中で、多様

な暮らし方を選択できるまちを目指していきます。なお、居住誘導区域は、日常生活に必要な施設など
が身近な場所に確保された「まちなかエリア」を基本に設定します。 

＜都市計画マスタープラン 将来都市構造におけるエリア設定とまちのイメージ＞ 

ま
ち
な
か
エ
リ
ア 

中心市街地周辺 地域拠点周辺 

  
にぎわいのある街なかの中高層住宅などに
住み、日用品から専門品まで幅広い買い物が
でき、オフィス、ホテルなど、高次都市機能
が揃う都市生活を楽しめる暮らし。 

駅の近くで中層住宅や戸建住宅などに住み、
地域の中心で日常生活に必要な施設の多く
が身近な場所に揃う便利な暮らし。 
 

生活拠点周辺（都市部） 生活拠点周辺（中山間地域） 

  
駅や主要なバス停留所の近くで戸建住宅に
住み、日常の買い物など生活に必要な施設が
身近にある便利な暮らし。 

豊かな自然環境に囲まれつつ、都市部にアク
セスしやすい駅やバス停留所の近くでゆと
りがある戸建住宅などに住み、日常生活に必
要な施設が確保された暮らし。 

周
辺
市
街
地
エ
リ
ア   

居住環境との調和を保ちつつ、工業地など
適正な市街地を形成。 

職住近接の環境の中で戸建住宅に住み、日
常生活に必要な施設は、隣接エリアで補完
するなどゆとりを重視した暮らし。 

ま
ち
な
か
エ
リ
ア
内
を
基
本
に
居
住
誘
導
区
域
を
設
定 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
維
持 
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集
落
エ
リ
ア 

 

 
 
（まちのイメージ） 
里地や里山の既存集落でゆとりある戸建
住宅などに住み、地域コミュニティの中で
農地・山林の維持・保全や自己実現をする
暮らし。 

自
然
調
和
エ
リ
ア 

 

 
 
（まちのイメージ） 
市内外からの観光・交流が盛んで、農地、
山林など自然に囲まれた中で、観光、農林
業などを営む暮らし 

居住誘導区域の設定基準 
拠点に公共交通で容易にアクセスできる区域

となるよう、以下のいずれかの箇所を設定します。
（原則、用途地域内が対象） 
 
 

拠点周辺 
⇒駅等の中心からの徒歩圏域内（半径 1,000m） 
 

 
 

都市間・拠点間連携軸の沿線 
⇒ 市内全駅・隣接市の駅・幹線バス路線上の 

停留所の中心からの徒歩圏域内 
（駅︓半径 1,000m、停留所︓半径 300m） 
 

 
 
 

拠点へのアクセスが良い公共交通沿線 
⇒ 一般支線バス路線上の停留所徒歩圏域内 
（半径 300m） 
 
 
 

 
 
 
 

 
誘導区域に含めない箇所 
⇒市街化調整区域、農用地区域、保安林、災害ハザ

ード（土砂災害警戒区域・特別警戒区域、災害危
険区域、急傾斜地崩壊危険区域、家屋倒壊等氾濫
想定区域）、工業専用・工業・準工業地域のうち住
宅が制限される地区計画指定箇所   ※災害
ハザードは次頁参照 

《区域設定のイメージ図》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
維
持 

①『将来都市構造の拠点周辺』に設定 

③『拠点へのアクセスが良い公共交通沿線』 
に設定 

②『都市間・拠点間連携軸の沿線』に設定 

工業専用地域
などを除く 

用途地域内 

まちなかエリア（災害ハザード外）＝居住誘導区域 

③ 拠点へのアク
セスが良い公
共交通沿線 

『工業専用・工業・準工業地域』 
『災害ハザード』等を誘導区域に含めない 

① 将来都市構 
の拠点周辺 

② 都市間・拠点
間連携軸の沿
線 

都市機能 
誘導区域 

災害ハザードを除く 
まちなかエリア 
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＜主な災害ハザードの区域︓土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域＞ 
■都市部（相模原都市計画区域） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中山間地域（相模湖津久井都市計画区域） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模湖 
（与瀬） 

寸沢嵐 

三ケ木 中野 

城山 
（久保沢） 

相模原 

淵野辺 

古淵 

相模大野 

東林間 

原当麻 

田名 

上溝 

小田急 
相模原 

藤野 
（小渕） 

橋本 

災害ハザードは、平成 31 年 4 月時点の情報となります。最新の指定箇所は、県ホームページ等でご確認ください。 
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居住誘導区域 
都市機能誘導区域と誘導施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各拠点において施設の立地状況は異なるため、誘導施設は上記分類と一致しない場合があります。 

 

誘導施設 《 凡例︓◎ 誘導施設（誘導）、○ 誘導施設（維持）》  

中心市街地 地域拠点 
○ 市役所・区役所 
○ 病院 
○ 地域包括支援センター（高齢者支援センター） 
○◎保育所、認定こども園 
○◎大規模商業店舗 ※売場面積 3,000 ㎡以上 
○ 図書館 
○◎広域交流施設 
 

○ まちづくりセンター・出張所 
○ 病院 
○ 地域包括支援センター（高齢者支援センター） 
○◎保育所、認定こども園 
○ 大規模商業店舗 ※売場面積 3,000 ㎡以上 
○ 図書館 
 

生活拠点（都市部） 生活拠点（中山間） 
○ まちづくりセンター・出張所 
○ 病院 
○ 地域包括支援センター（高齢者支援センター） 
○ 保育所、認定こども園 

○ まちづくりセンター・出張所 
○ 病院、診療所 
○ 地域包括支援センター（高齢者支援センター） 
○ 保育所、認定こども園 
○◎商業店舗（食品スーパー）※売場面積 500 ㎡以上 

 

生活拠点（中 野） 

生活拠点（寸沢嵐） 

生活拠点（三ケ木） 

生活拠点（相模湖） 

生活拠点（藤 野） 

凡例 
都市機能誘導区域 
居住誘導区域 

 
※災害ハザード（11 頁参照） 

は区域に含まれません 
 

※居住誘導区域の詳細な区域境界は、土地利用の実態、市街地の連続性、 

地形地物を考慮した上で、計画策定時までに設定します。 
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地域拠点（東林間） 

誘導施設の整備・機能拡充等 

地域拠点（淵野辺） 

 

生活拠点（田名） 

生活拠点（原当麻） 

地域拠点（上溝） 

地域拠点（古 淵） 

居住誘導のイメージ 

■周辺市街地エリア 
ゆとりある住環境を保ち

ながら、公共交通や自転車
などの様々な移動手段を利
用した拠点へのアクセスが
可能な区域 

■集落エリア 
公共交通などを利用する

ことで、身近な拠点へのア
クセスが可能であり、自然
環境や地域コミュニティの
繋がりを重視した区域 

■まちなかエリア（災害ハザード外）＝居住誘導区域 
公共交通や都市機能、都市基盤などの居住環境が整

っている区域 

■まちなかエリア（災害ハザード内） 
まちなかエリア全体でのコミュニティの

連続性を保ちながら、法に基づく届出により
災害の危険性・避難方法等を把握する区域 

居 住 誘 導 区 域 

中心市街地（橋 本） 

中心市街地  

中心市街地（相模原） 

生活拠点（城山） 
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届出制度の概要 

Ⅷ 誘導施策 
 

誘導施策の基本的考え方 
都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用と、各種誘導施策を展開し、時間をかけて緩やかに居住

誘導及び都市機能誘導を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 都市再生特別措置法に基づく制度（着工の 30 日前までに届出） 
★ 届出により、誘導区域外における開発及び建築行為の動向把握、届出者に対する 

誘導施策に関する情報提供等を実施 
届出の対象 
① 居住誘導区域外で以下の行為を行う場合 

（ 開発行為 ） （ 建築行為 ） 
■ 3 戸以上の住宅の建築が目的の開発行為 
■ 1 戸又は 2 戸の住宅の建築が目的で 

1,000 ㎡以上のもの 

■ 3 戸以上の住宅の新築の場合 
■ 改築又は用途変更で 3 戸以上の住宅に 

する場合 
② 都市機能誘導区域外で以下の行為を行う場合 

（ 開発行為 ） （ 建築行為 ） 
■ 誘導施設を有する建築物の建築目的の

開発行為を行おうとする場合 
 

■ 誘導施設を有する建築物を新築する場合 
■ 改築して誘導施設を有する建築物にする場合 
■ 用途を変更して誘導施設を有する建築物に 

する場合 
③ 都市機能誘導区域内で、都市機能誘導施設を休止又は廃止する場合  

 

◆ 誘導施策 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

方針４に対応する施策 

柔軟な都市構造を形成する施策 
（日常生活機能の維持及び災害に強い都市づくり） 

方針１に対応する施策 

居住を誘導する施策 
（受け皿整備及び支援制度の検討） 

 

 

 

方針２に対応する施策 

都市機能を誘導する施策 
（広域交流拠点の形成及び商業･サービス業の振興
） 

（
支
援
措
置
）
財
政
・
金
融
・
税
制 

誘
導
施
設
の
整
備
・
機
能
拡
充
等 

民間 市 国･県 

必要に 
応じて活用 

の検討 

◆ 届出制度 

方針３に対応する施策 

ネットワークを維持・充実させる施策 
（公共交通の維持及び利用環境整備） 

誘導を促進
する支援 

事業への参画 
（民間活力） 
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Ⅸ 目標指標と進行管理 
 

本計画の進行管理は、「目標指標」、「効果指標」及び「モ
ニタリング指標」を設定し、その状況を定期的に確認しな
がら、PDCA サイクルの考え方に基づき実行していきます。 

目標指標と効果指標は、おおむね 5 年ごとに達成状況を
確認し、その結果を基に計画の進捗状況や妥当性等を精査、
検証していきます。検証結果は相模原市都市計画審議会へ
報告し、必要に応じて適宜計画の見直しを実施します。 

モニタリング指標は、毎年状況を確認します。 
 
■目標指標 ︓計画の評価と見直しの必要性を判断するために設定 

指標 現状値 現状のまま 
推移した場合 目標値 

2019 年 2040 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

指標 
① 

居住誘導区域内の 
人口密度 103 人/ha 98 人/ha 105 人/ha 105 人/ha 

指標 
② 

中心市街地における 
誘導施設の種類 

6～7 種類 
※都市機能誘導区域に

より異なる 
― 

6～7 種類 
※都市機能誘導区域

により異なる 

6～7 種類 
※都市機能誘導区域

により異なる 
指標 
③ 

公共交通(鉄道･バス) 
の沿線人口割合 約 89% 約 87% 約 90% 約 90% 

指標 
④ 

中山間地域における 
誘導施設の種類 

3～６種類 
※都市機能誘導区域に

より異なる 
― 

3～６種類 
※都市機能誘導区域

により異なる 

3～６種類 
※都市機能誘導区域

により異なる 

■効果指標 ︓計画に基づく取組によって期待される効果を定量的に計測することを目的に設定 

指標 現状値 目標値 
2019 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

指標 
① 

『良好な居住環境が保たれて
いる』と思う市民の割合 ７４% ８０% ８０% 

指標 
② 

『駅周辺などのまちなかにお
いて、医療・福祉・商業施設な
ど都市に必要な機能が揃って
いる』と感じる市民の割合 

６１% ６５% ６５% 

指標 
③ 

市民や来訪者などの公共交通
利用者の割合 １００% １０５% １０５% 

指標 
④ 

『買い物や医療、交通など日常
生活に必要なサービスが必要
な時に受けられている』と感じ
る市民の割合（中山間地域） 

４６% ４６% ４６% 

■モニタリング指標 ︓計画に基づく取組の進捗状況を確認するため設定 
  

指標① 居住誘導区域外における住宅の建築行為等の届出件数 
指標② 都市機能誘導区域外における誘導施設の建築行為等の届出件数 
指標③ 鉄道駅の乗降客数、幹線・支線バスの利用者数 
指標④ まちなかエリア（災害ハザード内）における住宅の建築行為等の届出件数 

 

《PDCA サイクルの考え方》 


